
1
 

次
期

経
営

計
画

策
定

次
期

経
営

計
画

策
定

次
期

経
営

計
画

策
定

次
期

経
営

計
画

策
定

に ににに
向 向向向

け
た

け
た

け
た

け
た

基
本

方
向

基
本

方
向

基
本

方
向

基
本

方
向

に
つ

い
て

に
つ

い
て

に
つ

い
て

に
つ

い
て
    

 

 
次

期
経

営
計

画
の

策
定

に
あ

た
っ
て

は
、

昨
年
1
1
月
に
次

期
経
営

計
画

策
定

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
チ

ー
ム

（
本

庁
各

課
室

担
当
職

員
1
6
名

・
病

院
担

当
職
員
3
名
）

を
設

置
し
、

県
立
病

院
の

現
状

と
課

題
、

次
期
経

営
計

画
策

定
に

向
け

た
今
後

の
方

向
性

等
に

つ
い
て
検

討
を

行
っ

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。
 

 
次

期
経

営
計

画
策

定
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

チ
ー

ム
に

お
い

て
、

こ
れ
ま

で
の

検
討

を
踏

ま
え

て
、
今

後
の

基
本

方
向

に
つ

い
て
、

下
記

の
と

お
り

項
目

立
て
し

た
と

こ
ろ

で
あ

り
、

経
営
委

員
会

に
お

い
て

ご
意

見
等
を

い
た

だ
き

た
い

と
考

え
て
い

る
も

の
で

あ
る

。
 

 １ １１１
    

経
営

計
画

経
営

計
画

経
営

計
画

経
営

計
画

を ををを
策

定
策

定
策

定
策

定
す

る
す

る
す

る
す

る
目

的
目

的
目

的
目

的
    

 
 

医
師

不
足

等
の

限
ら

れ
た

医
療
資

源
の

中
で

、
県

民
に

良
質
な

医
療

を
持

続
的

に
提

供
す
る

た
め

に
は

、
役

割
分

担
と
連

携
を

一
層

進
め

る
と

と
も
に

、
安

定
し

た
経

営
基

盤
を
確

立
す

る
た

め
の

一
層

の
取
組

み
が

必
要

で
あ

る
こ

と
か
ら

、
今

後
、
医
療

局
が
目
指
す
 

方
向

と
、

そ
れ

を
実

現
す

る
た

め
の
方

策
を

明
ら

か
に

す
る

。
 

 ２ ２２２
    

次
期

経
営

計
画

次
期

経
営

計
画

次
期

経
営

計
画

次
期

経
営

計
画

の ののの
方

向
性

方
向
性

方
向
性

方
向
性
    

現
経

営
計

画
の

取
組

状
況
 

項
目
 

主
な

取
組

実
績
 

課
題

等
 

次
期

経
営

計
画

の
方

向
性
 

１
 

東
日

本
大

震
災

か
ら

の
復

旧
・
復

興
に

向
け

た
取

組
 

１
 

被
災

病
院

の
再

建
に

向
け

た
取

組
 

 
・

大
東

病
院

の
整

備
方

針
を

決
定

し
、

工
事

設
計

に
着

手
 

 
・

沿
岸

部
被

災
3
病

院
（

高
田

・
大

槌
・

山
田

）
の

整
備

方
針

を
決

定
（
3
月

予
定

）
 

 ２
 

災
害

時
に

お
け

る
水

・
電

気
・

通
信

手
段

等
の

確
保
 

 
・

非
常

用
発

電
設

備
整

備
に

係
る

工
事

入
札

実
施
 

 
 

（
中

央
・

釜
石

・
胆

沢
・

中
部

：
2
5
年

度
工

事
）
 

 
・

衛
星

携
帯

電
話

の
整

備
（

各
病

院
等
2
5
台

）
 

 ３
 

被
災

病
院

及
び

被
災

地
域

の
基

幹
病

院
等

の
診

療
機

能
確

保
 

 
・

被
災

地
域

病
院

へ
の

即
戦

力
医

師
の

招
聘

：
2
4
年

度
6
名
 

１
 

被
災

し
た

高
田

病
院

・
大

槌
病

院
・

山
田

病
院

は
、

次
期

経
営

計
画

期
間

内
に

整
備

す
る

計
画

と
し

て
い

る
。
 

 ２
 

内
陸

部
の

病
院

か
ら

被
災

病
院

及
び

被
災

地
域

病
院

に
対

す
る

診
療

応
援

策
の

構
築

。
 

○ ○○○
被

災
病

院
被

災
病

院
被

災
病

院
被

災
病

院
の ののの

整
備

整
備

整
備

整
備
    

・
被

災
し

た
病

院
の

整
備

は
、
次

期
経

営
計

画
を

前
倒

し
し

て
計

画
し

た
も

の
で

あ
り

、
次

期
経

営
計

画
内

の
整

備
に

向
け

た
取

組
み

を
進

め
る

。
 

 

２
 

県
立

病
院

間
の

役
割

分
担

の
明

確
化

と
特

色
あ

る
医

療
の

提
供
 

１
 

圏
域

内
の

病
院

群
の

一
体

的
・

効
率

的
な

運
営
 

 
・

広
域

基
幹

病
院

へ
の

業
務

の
集

約
 

 
・

県
立

病
院

間
の

診
療

応
援
 

 
 

（
2
1
年

度
5
,5
5
0
件

、
2
2
年

度
5
,9
6
7
件

、
2
3
年

度
5
,0
9
6
件

、
H
2
4
.1
2
.1

現
在
:4
,3
8
5
件

）
 

 
 

２
 

保
健

医
療

圏
の

状
況

を
踏

ま
え

、
病

院
ご

と
に

基
本

的
な

役
割
・
機

能
を

定
め

、
適

切
な

病
床

規
模

で
運

営
を

行
う

た
め

の
取

組
 

 
・
5
つ

の
地

域
診

療
セ

ン
タ

ー
及

び
沼

宮
内

病
院

を
無

床
診

療
所

へ
移

行
 

 
・

病
床

数
の

適
正

化
（

稼
動

病
床

数
：
2
0
年

度
末
5
,5
3
9
床

 
⇒

 
2
3
年

度
末
4
,9
9
4
床

 
△
5
4
5
床

）
 

 

項
目
 

単
位
 

 
2
0
年

度
 
2
1
年

度
 
2
2
年

度
 
2
3
年

度
 

2
4
年

度
 

計
画
 

7
8
.6
 

8
3
.6
 

8
4
.0
 

8
4
.2
 

8
4
.2
 

 
病

床
利

用
率
 

（
一

般
・
療

養
）  

％
 

実
績
 

7
8
.6
 

7
8
.1
 

7
8
.3
 

8
0
.7
 

7
6
.1
 
1
2
月

現
在
 

１
 

医
師

不
足

及
び

医
師

の
偏

在
と

い
う

状
況

の
中

、
限

ら
れ

た
資

源
で

効
率

的
に

医
療

を
提

供
し

て
い

く
た

め
に

は
、

強
力

に
地

域
連

携
と

機

能
分

担
を

進
め

る
必

要
が

あ
る

。
 

 ２
 

各
県

立
病

院
が

果
た

す
べ

き
役

割
が

あ
い

ま
い

で
あ

る
。
 

 

３
 

入
院

患
者

の
動

向
等

に
対

応
し

た
病

床
適

正
化

の
推

進
が

必
要

で
あ

る
。
 

      

○ ○○○
県

立
病

院
相

互
県

立
病

院
相

互
県

立
病

院
相

互
県

立
病

院
相

互
の ののの

役
割

分
担

役
割

分
担

役
割

分
担

役
割

分
担

と ととと
連

携
連

携
連

携
連

携
の ののの

強
化

強
化

強
化

強
化
    

・
二

次
保

健
医

療
圏

を
基

本
と

し
た

県
立

病
院

相
互

の
役

割
分

担
と

連
携

に

つ
い

て
は

、
現

経
営

計
画

の
基

本
方

向
に

位
置

付
け

て
お

り
、
医

師
不

足

等
の

限
ら

れ
た

医
療

資
源

の
中

で
、
県

民
に

良
質

な
医

療
を

持
続

的
に

提

供
す

る
た

め
、

更
な

る
役

割
分

担
と

連
携

の
強

化
を

図
る

。
 

  

３
 

良
質

な
医

療
を

提
供

で
き

る
環

境
の

整
備
 

１
 

医
療

の
質

の
向

上
を

図
る

た
め

の
取

組
 

・
病

院
機

能
評

価
の

新
規

取
得
2
病

院
、

更
新
1
0
病

院
（
2
1
年

度
～
2
5
年

度
：

予
定

）
 

・
ク

リ
ニ

カ
ル

パ
ス

適
用

率
の

向
上

（
2
1
年

度
4
1
.1
％

 
⇒

 
2
3
年

度
4
7
.2
％

）
 

・
患

者
満

足
度

調
査

に
お

け
る

「
満

足
・

や
や

満
足

」
の

割
合

の
向

上
 

 
 

基
本

的
な

接
し

方
 
2
1
年

度
4
8
.1
％

 
⇒

 
2
3
年

度
5
2
.6
％
 

 
 

イ
ン

フ
ォ

ー
ム

ド
・

コ
ン

セ
ン

ト
 
2
1
年

度
4
6
.0
％

 
⇒

 
2
3
年

度
4
9
.7
％
 

 

２
 

病
院

の
施

設
・

設
備

の
整

備
 

 
・

耐
震

化
工

事
の

実
施

（
釜

石
、

江
刺

）
 

 
・
高

度
医

療
機

器
に

つ
い

て
は

、
必

要
性

や
他

の
医

療
機

関
と

の
機

能
分

担
と

連
携

及
び

経
営

収
支

の
状

況
を

精

査
の

う
え

整
備
 

 ３
 

医
療

情
報

シ
ス

テ
ム

の
整

備
 

・
電

子
カ

ル
テ

の
導

入
（

中
部

・
久

慈
・

胆
沢

・
中

央
・

大
船

渡
）
 

 

 

１
 

老
朽

化
し

た
施

設
等

の
整

備
が

必
要

で
あ

る
。
 

 ２
 

電
子

カ
ル

テ
未

導
入

病
院

に
つ

い
て

、
導

入
計

画
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。
 

○ ○○○
施

設
整

備
施

設
整

備
施

設
整

備
施

設
整

備
    

・
経

年
対

応
の

必
要

な
施

設
・
設

備
等

に
つ

い
て

は
、
毎

年
度

の
収

支
状

況

を
勘

案
し

つ
つ

、
計

画
的

な
整

備
を

検
討

す
る

。
 

資
料

２
 



2
 

現
経

営
計

画
の

取
組

状
況
 

項
目
 

主
な

取
組

実
績
 

課
題

等
 

次
期

経
営

計
画

の
方

向
性
 

４
 

医
師

不
足

解
消

に
向

け
た

取
組
 

１
 

医
師

の
絶

対
数

の
確

保
 

 
・

常
勤

医
師

数
（
2
0
年

度
末
4
7
4
人

 
⇒

 
Ｈ
2
4
.1
2
.1

現
在
4
8
8
人

）
 

 
・

即
戦

力
医

師
招

聘
（
2
1
年

度
9
人

、
2
2
年

度
1
2
人

、
2
3
年

度
2
3
人

、
H
2
4
.8

月
末

現
在
1
7
人

）
 

 
・

臨
床

研
修

医
数

（
2
1
年

度
5
2
人

、
2
2
年

度
5
9
人

、
2
3
年

度
4
8
人

、
2
4
年

度
5
5
人

）
 

 
・

後
期

研
修

医
数

（
2
1
年

度
6
3
人

、
2
2
年

度
5
7
人

、
2
3
年

度
4
7
人

、
H
2
4
.1
2
.1

現
在
:6
4
人

）
 

 ２
 

医
師

の
業

務
負

担
の

軽
減
 

 
・

計
画

的
な

認
定

看
護

師
等

の
専

門
資

格
職

員
の

養
成
 

 
 

（
認

定
看

護
師

（
1
5
分

野
5
3
名

）、
専

門
看

護
師
1
名

）
 

 
・

医
療

ク
ラ

ー
ク

の
増

員
（

定
数

：
2
1
年

度
1
0
0
人

 
⇒

 
2
4
年

度
2
4
6
人

）
 

１
 

関
係

大
学

か
ら

の
派

遣
医

師
の

減
少

に
対

す
る

対
策

の
強

化
が

必
要

で
あ

る
。
 

 ２
 

奨
学

生
等

の
増

加
に

対
応

す
る

、
効

率
的

な
配

置
調

整
等

が
必

要
で

あ
る

。
 

 ３
 

病
院

に
求

め
ら

れ
る

役
割

、
医

療
安

全
確

保
、

患
者

の
Q
O
L
向

上

等
に

配
慮

し
た

認
定

看
護

師
の

育
成

が
必

要
で

あ
る

。
 

 ４
 

医
療

ク
ラ

ー
ク

の
質

の
向

上
と

業
務

内
容

を
充

実
す

る
必

要
が

あ

る
。
 

 

○
職

種
間

職
種

間
職

種
間

職
種

間
の ののの

連
携

連
携

連
携

連
携

の ののの
強

化
強

化
強

化
強

化
、 、、、

人
材

人
材

人
材

人
材

の ののの
育

成
育

成
育

成
育

成
 

・
医

師
、

医
療

従
事

者
の

負
担

軽
減

を
図

る
た

め
、

職
種

間
の

連
携

を
強

化
す

る
と

と
も

に
、

専
門

資
格

職
員

の
計

画
的

養
成

や
効

率
的

な
配

置

を
行

う
。
 

・
医

師
の

地
域

偏
在

、
診

療
科

偏
在

の
解

消
に

向
け

た
取

組
み

を
進

め
る

。
 

５
 

職
員

の
資

質
と

満
足

度
の

向
上
 

１
 

人
材

育
成
 

 
・

計
画

的
な

認
定

看
護

師
等

の
専

門
資

格
職

員
の

養
成

等
、

キ
ャ

リ
ア

デ
ザ

イ
ン

に
応

じ
た

人
材

育
成
 

 
 

（
認

定
看

護
師

（
1
5
分

野
5
3
名

）、
専

門
看

護
師
1
名

）
※

再
掲
 

 ２
 

働
き

や
す

い
職

場
環

境
の

整
備
 

 
・

育
児

短
時

間
勤

務
制

度
の

導
入
 

 
・

夜
勤

専
従

看
護

師
制

度
の

導
入
 

１
 

県
民

に
十

分
な

医
療

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
た

め
に

必
要

な
人

的
資

源
が

不
足

し
て

い
る

。
 

 ２
 

職
員

を
増

や
す

の
か

、
減

ら
す

の
か

、
部

門
ご

と
に

メ
リ

ハ
リ

を
つ

け
る

の
か

な
ど

の
方

針
が

不
明

確
で

あ
る

。
 

 

○ ○○○
人

員
人

員
人

員
人

員
の ののの

重
点

配
置

重
点

配
置

重
点

配
置

重
点

配
置

、 、、、
施

設
整

備
施

設
整

備
施

設
整

備
施

設
整

備
    

・
経

営
上

の
視

点
か

ら
、
部

門
・
部

署
に

対
す

る
人

員
の

重
点

配
置

に
つ

い
 

て
、
人

員
増

に
よ

る
収

益
確

保
の

見
通

し
を

踏
ま

え
な

が
ら

、
職

員
定

数
 

の
見

直
し

を
も

視
野

に
入

れ
た

検
討

を
行

う
。
 

６
 

安
定

し
た

経
営

基
盤

の
確

立
 

１
 

収
益

の
確

保
の

取
組
 

・
診

療
報

酬
の

適
正

算
定

等
の

た
め

、
医

事
業

務
指

導
及

び
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

を
実

施
 

・
上

位
の

施
設

基
準

の
取

得
 

・
7
対
1
看

護
体

制
の

導
入

（
2
1
年

度
～

 
5
病

院
導

入
）
 

 ２
 

費
用

の
効

率
的

執
行
 

 
・

職
員

給
与

費
の

適
正

化
 

・
材

料
費

の
抑

制
 

  

項
目
 

単
位
 

 
2
0
年

度
 
2
1
年

度
 
2
2
年

度
 
2
3
年

度
 

2
4
年

度
 

計
画
 

9
6
.9
 

9
8
.5
 

9
9
.7
 

1
0
0
.1
 

1
0
0
.6
 

 
経

常
収

支
比

率
 

％
 

実
績
 

9
7
.0
 

9
7
.9
 

1
0
0
.1
 

1
0
1
.0
 

1
0
1
.2
 

決
算

見
込
 

計
画
 

9
1
.0
 

9
2
.9
 

9
4
.8
 

9
5
.9
 

9
6
.4
 

 
医

業
収

支
比

率
 

％
 

実
績
 

9
0
.8
 

9
2
.9
 

9
4
.2
 

9
4
.6
 

9
3
.8
 

決
算

見
込
 

計
画
 

1
6
,8
2
0
 

1
8
,1
9
7
 

1
8
,4
3
2
 

1
8
,3
1
3
 

1
7
,7
4
2
 

 
累

積
欠

損
金
 

百
万

円
 

実
績
 

1
6
,7
8
0
 

1
8
,9
4
2
 

2
0
,0
3
2
 

2
0
,5
0
5
 

1
9
,3
9
7
 

決
算

見
込
 

計
画
 

6
3
.8
 

6
0
.9
 

5
9
.9
 

5
9
.6
 

5
9
.2
 

 
職

員
給

与
費

対

医
療

収
益

比
率
 

％
 

実
績
 

6
3
.9
 

6
1
.3
 

6
0
.8
 

6
1
.2
 

6
0
.7
 

決
算

見
込
 

計
画
 

2
7
.0
 

2
6
.1
 

2
5
.2
 

2
4
.9
 

2
4
.9
 

 
材

料
費

対
医

業

収
益

比
率
 

％
 

実
績
 

2
7
.1
 

2
6
.8
 

2
5
.9
 

2
5
.0
 

2
6
.2
 

決
算

見
込
 

１
 

平
成
2
4
年

度
最

終
予

算
（

調
整

中
）

に
お

い
て

は
、
1
1
億

円
余

の

収
益

が
生

じ
、

累
積

欠
損

金
は

若
干

縮
減

さ
れ

る
見

込
み

で
あ

る
が

、

地
方

公
営

企
業

会
計

基
準

の
見

直
し

に
伴

う
、

退
職

給
与

引
当

金
の

計

上
に

よ
り

、
累

積
欠

損
金

は
2
8
0
億

円
余

増
加

す
る

見
込

み
で

あ
る

。
 

 ２
 

診
療

報
酬

改
定

ご
と

に
収

支
が

変
動

し
、

収
支

計
画

の
見

通
し

が
不

安
定

で
あ

る
。
 

  

○ ○○○
累

積
欠

損
金

累
積

欠
損

金
累

積
欠

損
金

累
積

欠
損

金
の ののの

縮
減

縮
減

縮
減

縮
減

に ににに
向 向向向

け
た

け
た

け
た

け
た

経
営

改
善

経
営

改
善

経
営

改
善

経
営

改
善
    

・
累

積
欠

損
金

の
縮

減
に

向
け

、
更

な
る

経
営

改
善

に
取

り
組

む
。
 

７
 

地
域

連
携

と
地

域
と

の
協

働
に

よ
る

病
院

運
営
 

１
 

他
の

医
療

機
関

等
と

の
役

割
分

担
と

連
携
 

項
目
 

単
位
 

 
2
0
年

度
 
2
1
年

度
 
2
2
年

度
 
2
3
年

度
 

2
4
年

度
 

計
画
 

3
4
.7
 

3
7
.2
 

3
8
.6
 

3
9
.5
 

4
0
.4
 

 
紹

介
率

（
中

央
及

び
基

幹
病
院

）
 

％
 

実
績
 

3
1
.6
 

3
9
.4
 

4
3
.4
 

4
1
.6
 

4
6
.0
 

1
1
月

現
在
 

計
画
 

2
6
.7
 

2
7
.8
 

2
9
.2
 

3
0
.4
 

3
1
.6
 

 
逆

紹
介

率
（

中
央

及
び

基
幹
病

院
）
 

％
 

実
績
 

2
3
.5
 

2
7
.1
 

3
1
.8
 

2
9
.5
 

3
3
.8
 

1
1
月

現
在
 

 

１
 

次
期

医
療

計
画
（
2
5
年

度
～

）
に

基
づ

く
、
地

域
の

医
療

連
携
体

制

の
中

で
、

県
立

病
院

と
し

て
の

役
割

分
担

と
連

携
を

進
め

る
。
 

      

・
県

立
病

院
の

現
状

や
課

題
等

に
つ

い
て

、
地

域
の

住
民

か
ら

理
解

を
得

ら

れ
る

よ
う

、
積

極
的

な
情

報
提

供
を

行
う

と
と

も
に

、
地

域
か

ら
の

意
見

を
聴

取
し

反
映

さ
せ

る
と

い
う

観
点

か
ら

、
運

営
協

議
会

等
の

地
域

と
の

情
報

交
換

の
場

を
引

き
続

き
設

け
る

な
ど

、
協

働
に

よ
る

病
院

運
営

を
行

う
取

組
を

進
め

る
。
 

  


